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講義の進め方とテキスト構成 

 

１．講義の進め方 

講義は概ね次の手順で行っていきます。 

 

 ① 各テーマの学習  →  ② 〈設例〉  →  ③ トレーニングシートの記載1 

 

① まず各テーマについて学習します。 

② 次に各テーマの後に設けられた〈設例〉を解きます。 

〈設例〉はP.116の〈相続税の申告書の記載事例〉のうち各テーマに該当する

部分だけをピックアップする形で作成されています。 

〈設例〉の問題文で前提条件等の全体像が判りずらい場合には，P.116以降の

問題文を確認する様にしてください。 

③ 最後に該当する部分の申告書をトレーニングシートを使って実際に記載してい

ただきます。 

 

２．テキスト構成 

 このテキストはP.116以降の〈相続税の申告書の記載事例〉の評価手順にそって作

成されています。 

 したがって上記１の方法で各テーマの学習が終了すると記載事例の申告書の記載が

完了することになります。 
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１．相続税申告のタイムスケジュール 

 

相続開始に伴う手続き等のスケジュールを時系列にまとめると次表のよ

うになります。手続きの中には期限が定められているものがあるため，まず

はタイムスケジュールをおさえておく必要があります。 

 

相続開始（被相続人死亡） 

 通夜・葬儀の準備 

死亡届の提出（７日以内） 

通夜・葬儀 

初七日法要 

 

遺言等の確認             第１章５，６ 

 

各種届出書の提出 

 

香典返し 

四十九日法要 

 

相続財産・債務の調査・確定      第２章 

 

相続の放棄又は限定承認（相続人の確定） 第１章３ 

 

所得税等の準確定申告             第１章４ 

消費税の各種届け出（12月 31 日まで）    

 

相続財産の評価             第３章，第４章 

 

遺産分割協議              第５章１ 

 

遺産分割協議書の作成          第５章２，３ 

 

相続税の申告書の作成          第５章４，第７章，第８章 

第９章１，２ 

納税方法の選択（一時・延納・物納）   第９章３ 

 

延納申請書・物納申請書の作成      第９章４，５ 

 

納税資金の確認 

相続税の申告と納付 

遺産の名義変更手続き等 

（
３
か
月
以
内
） 

（
４
か
月
以
内
） 

（
１
０
か
月
以
内
） 
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２．民法における相続規定 

 

民法は，総則・物権・債権・親族・相続の５編からなります。そのうち，

相続に関する事項は第５編に定められており，第５編の相続は 10 章で構成

されています。 

 

  物  権 

所有権など物に関する規定 

 債  権 

総  則        人に対する請求権に関する規定 

民法全体の通則規定   親  族 

親族関係に関する規定 

相  続 

相続に関する規定 

 

 
第１章 総則 

第２章 相続人 

第３章 相続の効カ 

第４章 相続の承認及び放棄 

第５章 財産分離 

第６章 相続人の不存在 

第７章 遺言 

第８章 配偶者の居住の権利 

第９章 遺留分 

第10章 特別の寄与 

 

 

１．相続人の範囲 

(1) 相続人 

相続人は血族相続人と配偶者相続人に大別されます。 
血族相続人については民法で順位が定められています。 
これに対し，配偶者相続人については順位はなく，常に相続人となり

ます。 
 

(2) 代襲相続人 

被相続人の相続開始以前に，本来であれば相続人であるべき子（又は

兄弟姉妹）が死亡している場合は，その者に代わって，その直系卑属が

相続人となります。この場合の直系卑属を代襲相続人といいます。 
これをまとめると次のようになります。 

財産法 

家族法 
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相続人 

配偶者相続人 

血族相続人 

第１順位 子(代襲相続人) 

第２順位 直系尊属 

第３順位 兄弟姉妹(代襲相続人)

 
２．法定相続分 

 相続分とは各共同相続人の相続財産に対する割合的持分又は具体的に受

けるべき財産の価額を意味します。 

 指定された相続分がない場合や税額計算においては次の法定相続分が用

いられます。 

 
相続人の 
組み合わせ 

配偶者 
相続人 

血族相続人 
子 直系尊属 兄弟姉妹 

配偶者と子 １

２
 

１

２
 

  

配偶者と直系尊属 ２

３
 

 １

３
 

 

配偶者と兄弟姉妹 ３

４
 

  １

４
 

    ※血族相続人が複数いる場合には，その人数で等分する。 
 

３．相続の放棄又は限定承認 

 

１．相続人の選択 

 

                      単純承認相続 

           相続の承認 

 相続人の選択             限定承認相続 

           相続の放棄 

 

２．相続放棄の手続き 

期限は・・・・・相続の開始があったことを知った日から３か月以内 

提出書類は・・・相続放棄申述書（申述人と被相続人の戸籍謄本を添付） 

提出先は・・・・被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所 

（緊急の場合申述人の住所地も可） 
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３．相続放棄の効果 

その相続に関しては相続開始時から相続人とならなかったものとみなさ

れます。なお，相続放棄には以下の様な特徴があります。 

① 代襲相続なし 

② 特定の相続人の放棄によって相続人の範囲及び相続分に影響が生ずる 

③ 法定相続人の数には影響なし 

 

４．限定承認 

相続財産の範囲内でのみ債務の承継をするという条件付相続をいいます。

つまり，相続債権者は弁済がない場合の強制執行は，相続財産の範囲内での

み可能で，相続人の固有財産に強制執行をすることはできません。 

 

５．限定承認の手続き 

期限は・・・・・相続の開始があったことを知った日から３か月以内 

提出書類は・・・家事審判申立書 

（被相続人と相続人全員の戸籍謄本，財産目録を添付） 

提出先は・・・・被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所 

（緊急の場合申述人の住所地も可） 

 

（実務上のポイント） 

① 相続放棄は相続人単独で行なうことができるのに対し，限定承認は相続

人全員で行なわなければなりません。 

 

４．所得税等の準確定申告 

 

被相続人に死亡の年の１月１日から死亡日までの間に所得があり，かつ，

確定申告義務があるときは，相続人が相続の開始を知った日の翌日から 4カ

月以内に準確定申告を行う必要があります。 

 

 

５．遺言 

 

１．遺言の種類と作成方法 

遺言は民法により全部で７種類定められています。このうち一般的に利用

されているのは自筆証書遺言か公正証書遺言です。 

この２種類の遺言の特徴を比較すると以下のとおりです。 

 

自筆証書遺言・・・遺言者が全文，日付，氏名を自署し，印を押すことによ

って成立する遺言です。 

① 家庭裁判所で検認の手続きを要する。 

② 証人・立会人不要。 

③ 封印を要しない。 


